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草原サミット・シンポジウムの会場となった静岡県東伊豆町に広がる細野高原（高橋佳孝氏撮影）
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2021 年 9 月 26 日（日）、27 日（月）の 2 日間、

静岡県東伊豆町で、第 13 回全国草原サミット・シ

ンポジウムが開催されました。今回の大会は、1 年

延期したにもかかわらず、新型コロナウイルスの感

染が収まらずオンライン中心の開催となりました。

そんな中、分科会ではサテライト会場として、阿蘇、

蒜山にも参加していただきました。ぞれぞれのシン

ポジウム後は、各会場をオンラインでつなぎ、意見

交換会も行いました。サミットでも、九つの自治体

をオンラインでつなぎ、それぞれが持つ草原の課題

や取り組みについて発表していただきました。 

また、「未来に残したい草原の里 100 選」募集の

アナウンスもこのサミットで行いました。最後は、

東伊豆宣言を承認していただき、無事終了すること

ができました。 

今回の大会の開催に際しまして、全国草原再生ネ

ットワーク様をはじめ、様々な方々にご支援ご協力

をいただきまして、誠にありがとうございました。

今後もこの大会を通じ、草原の持つ魅力を全国に発

信されていくことを願っています。 

なお、サミット・シンポジウムの様子が下記 URL

より視聴できますので、ご覧ください。 

 

https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/town

_gov/ent/3117.html 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍のために 1 年延期となっていた標記大会

が 2021 年 9 月 26 日（日）～27 日（月）の日程で

静岡県東伊豆町にて開催されました。全プログラム

が基本的にオンライン形式で行われましたが、新た

な試みとして「分科会」を東伊豆町のほか、蒜山高

原（岡山県真庭市）、阿蘇（熊本県阿蘇市）で実施し、

全体会にその結果を持ち寄り議論するという形が生

まれました。 

以下、9 月 26 日（日）に開催された基調講演とパ

ネルディスカッションの概要を報告します。 

 

【基調講演】 

基調講演は「草原をとりまく里が教えてくれる、

持続可能な社会の未来像」と題して、白川勝信さん

（芸北高原の自然館主任学芸員／ネットワーク理

事）からお話しがありました。実はこの東伊豆町で

は 2008 年に「全国草原シンポジウム」が開かれて

います。白川さんはその時にもパネリストとして登

壇されたので、まずその経験・総括から始まりまし

た。続いて、草原に関する研究、草原の維持活動、

草原の価値とその保全・利用などについて全国の豊

富な事例に基づく緒論が展開されました。 

 言うまでもなくこれまでの草原シンポジウムを貫

くテーマは「人が居ないと失われる」「人と自然との

関わりの相互作用で価値が生み出される」いわゆる

半自然草原をいかに守り、伝えるかということだっ

たと思います。そのような自然と社会との関係性か

ら形作られてきたものを「共創資産」ととらえ、こ

れを残していくことこそが今日の課題である、とい

う提案がなされました。草原では地域の自然と人が、

互いにかかわりながら、時間をかけて共創資産を生

み出し、それは時間の経過の中で検証を受けてきた

ものであるから信頼性も高いこと、ただしそれらを

第 13 回全国草原サミット・シンポジウムについて 

第 13 回全国草原サミット・シンポジウムが開催されました（東伊豆町）

第 13 回全国草原サミット・シンポジウム in 東伊豆大会報告 

  （笹岡達男：全国草原再生ネットワーク理事／東京在住） 
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残し伝えるためには、「適切な方法」「実行するチカ

ラ」「継続するためのしくみ」「可能にするための法

令（見直し）」「共有するための普及・教育」が必要

であるとしています。 

 白川さんのお膝元の北広島町では、「芸北茅プロジ

ェクト」として、草原や茅の利用の仕組みを作るこ

とで、草原保全に循環と展望が生まれていることが

紹介されました。最初にこの茅プロに参加した中学

生も、もう大学生にまで成長したということで、こ

れからが楽しみです。その他にも全国各地で日々生

み出されている「共創資産」の例が示されました。 

 講演全体を通じて印象的だったのは、人の営みの

匂いが見事に自然と調和して美しい風景を形作って

いる各地の写真が多数紹介され、なるほどこれが「共

創資産」という実感が持てたことでした。  

 

【パネルディスカッション】 

 基調講演に引き続き行われたパネルディスカッシ

ョンには、太田長八さん（東伊豆町長）、高橋佳孝さ

ん（ネットワーク代表理事）、山田賢一さん（稲取地

区特別財産運営委員会委員長）、石島専吉さん（東伊

豆町観光協会長）の 4 氏が登壇され、白川勝信さん

がコーディネーターを務めました。「細野高原の活用

と保全から、SDGs を理解する」というテーマで主

に地元東伊豆町での諸問題が語られました。 

 細野高原は、天城山の泥流が形作った斜面に広が

るススキ草原で、その一部には湿原植生も見られる

とともに地域の貴重な水源地にもなっています。長

年にわたり地元稲取地区の住民が利用・管理を続け

てきました。草原の維持には、毎年の防火線刈りや

山焼きをはじめ、多大な労力がかかっていますが、

近年は草資源の利用者もわずかとなり維持作業を行

う人々の高齢化が進んで、各地の例にも漏れず今後

の継続・継承が課題となっています。 

 2008 年のシンポジウムなどを契機に、地元ボラン

ティアや観光協会も加わって観光利用に乗り出し、

山菜狩り、ススキ祭り、パラグライダー、映画ロケ

等の利用が定着してきました。一方で、観光利用に

よるトラブル回避のためのルール作り、来訪者と管

理者とを結ぶコーディネーターの育成、入山料（現

在はイベント時のみ徴収）への理解を更に深めるこ

となどが課題となっています。草原の利用について

も、一過性のイベントだけでなく、年間を通じた体

験型利用を進めることや、教育面での活用も期待さ

れています。 

 要すれば「草原の価値と重要性」への認識をいか

に多くの人々と共有できるかが課題となりますが、 

・草原は「人と自然とのかかわり」の持続的なモデ

ルであり、新しい社会への礎となること 

・草原学習は子どもから地域へ広がる「SDGs の地

域版」になること 

・これらは東伊豆だけでなく全国の問題であり、多

くの自治体と手を取り合っていくこと 

などが各パネラーからのまとめとして提言されまし

た。 
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昨年はコロナ禍の影響で延期になり、今回リモー

トワークで開催にこぎつけました。2008 年に「全国

草原シンポジウム in 東伊豆」を、主催した一人とし

て、感慨深いものがあります。 

東伊豆町の細野高原は、伊豆半島の中でも特異な

地質構造の上に存在しています。旧天城火山の斜面

に、浸食で残った山体が存在し、そこに二万五千年

前に稲取泥流が流下しました。泥流は山体の一部を

コルクのように浮かせて流下して細野高原で流山の

地形を作りました。その凹地に周辺の単性火山から

スコリアが堆積し、これが帯水層となって安定した

地下水が供給され、湧水河川・高原湿原が形成され

ました。 

江戸時代は、伊豆半島の沿岸部は江戸のエネルー

ギー基地として、薪炭林が伐採され、細野高原は萱

場として利用され、地域の財産として火入れが行わ

れ維持されてきました。 

細野高原の中心にある、三筋山は山頂が三本の尾

根からできていますが、東側は東伊豆町、西側は河

津町。国土地理院の地形図では、尾根線が町村界に

なっていますが、300ha ほど、河津町が東伊豆町に

侵略していることが分かりました、昔の人の力関係

で火入れの範囲ができていたことを知り、そのおお

らかさに感心しております。 

静岡県には、伊東の大室山、富士山周辺東富士演

習場、朝霧高原、掛川の茶草場、井川草原等が存在

するのに、今回参加者がいなかったことが残念でし

た。

 

 

 

 

2021（令和 3）年 9 月 27 日、東伊豆町（静岡県）

で開催された第 13 回全国草原サミットにおいて、

「未来に残したい草原の里 100 選」の募集がアナウ

ンスされました。応募受付期間は 9 月 27 日（月）

～12 月 15 日（水）で、2022（令和 4）年 4 月に選

考結果が公表される予定です。 

 

●これまでの歩み 

失われつつある草原環境の保全再生に取り組んで

いる全国の自治体や活動団体が一堂に会し、草原に

ついて語り合うのが「全国草原サミット・シンポジ

ウム」です。その第 10 回記念大会が 2014（平成 26）

年に阿蘇市で開催され、最終日の全国草原サミット

において、具体的な行動として「自治体連携の全国

組織の充実」「草原 100 選の制定」に取り組むこと

が 14 市町村の共同宣言として採択されました。 

その後、2016（平成 28）年 11 月には「全国草原

の里市町村連絡協議会」（通称「草原自治体ネット」）

が発足し、2021（令和 3）年の定時総会において草

原 100 選の制定事業を進めていくことが決まりま

した。同連絡協議会では、環境省に「全国草原の里

100 選」の検討を進めていくことについて要望書を

提出し、連絡協議会として選定事業を推進してきま

した。 

そして、今回の第 13 回全国草原サミットにおい

て、「未来に残したい草原の里 100 選」の募集開始

に至ったのです。今後は、全国草原サミットや草原

シンポジウムの開催ごとに数十ヶ所ずつ、順次選定

していくことになります。 

 

●選考の目的 

選定対象となる「草原の里」は、応募時点で実際

に草原が存在している地域で、草原にかかわる暮ら

しが残る「里」を指します。ここでの草原との向き

合い方は、人々の草原への働きかけと草原からのフ

ィードバックの繰り返しの中で経験的に育まれ、紡

がれてきました。この人と自然との長年にわたるや

りとりによって蓄積されたきた知識、意識、技術こ

そが「草原の里」の持つ“価値”であり、希少種の

存在や景観などの草原のもつ特性は、草原の里のも

つ価値によってもたらされる“結果”です。 

この価値あるものを「共創資産」と捉え、各地に

第 13 回全国草原サミット・シンポジウムに参加して（塩坂邦雄／静岡県在住）

「未来に残したい草原の里 100 選」の募集が開始 （全国草原再生ネットワーク）
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残る「共創資産」を日本全体で共有し、活用するこ

とにより、次世代に希望のある自然共生型社会の実

現に寄与することが「未来に残したい草原の里 100

選」を実施する目的です。 

 

●主な審査基準 

草原の生態系と人々が暮らす里との関係性が作り

だしたこの「共創資産」を軸に、以下に例を示した

ような観点から、段階的な審査が行われます。審査

は有識者で構成する「草原の里選考委員会」が行い

ます。 

 

（1）草原の自然（環境的価値） 

（2）草原からのめぐみ（社会的、利用の価値）  

（3）草原を維持するしくみや、価値を享受するし

くみの良さ 

（4）共生型社会の実現に向けた波及効果（ロール

モデルとしての期待） 

（5）草原に対する思いの強さ 

 

 また、今回の草原 100 選は、「落とすための選考

ではなく、できるだけ拾いあげ仲間を増やすための

選考」と位置づけ、また、「時間をかけて仲間を増や

していく」ことを目指しています。すなわち、単に

活動の成果を顕彰する場ではなく、応募する皆さん

が互いの実践やアイデアを学び合い、自分たちの誇

るべきものを再発見したり、足らざる部分を自覚し

たりする作業を通じて、新しい地域社会を創造する

プロセスそのものに大きな意義があると考えます。 

●選考の進め方とスケジュール 

【実施主体】 

全国草原の里市町村連絡協議会が、全国草原再生

ネットワークの協力を得て実施します（以下の組織

により推進）。 

・選考委員会 湯本貴和委員長（京都大学教授）ほ

か有識者若干名（下記） 

・運営委員会 市町村連絡協議会事務局および全国

草原再生ネットワークなどの実務者 

 

【公募】 

草原に関わる民間団体（地方公共団体の推薦必要）

または地方公共団体が応募し、上記実施主体が審

査・選定します。 

 

【スケジュール】 

2021 年 9 月 募集開始 

2021 年 10 月 ホームページ公開 

2021 年 12 月 応募〆切、審査開始 

2022 年 1 月～2 月 一次審査・書類選考（運営委

員会による） 

2022 年 2 月～3 月 最終選考（選考委員会による） 

2022 年 4 月 選定結果発表・通知 

2022 年秋 表彰式・シンポジウムなど普及・交流

の機会作り（検討中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来に残したい草原の里 100 選 選考委員会名簿（50 音順） 

氏名 所属・職 

安藤邦廣 里山建築研究所主宰 

太田長八 全国草原の里市町村連絡協議会会長、静岡県東伊豆町長 

高橋佳孝 （一社）全国草原再生ネットワーク代表理事 

長沢 裕 タレント、（公財）日本環境教育フォーラム理事 

町田怜子 東京農業大学准教授 

湯本貴和（委員長） 京都大学霊長類研究所教授／所長 

養老孟司 東京大学名誉教授 
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●終わりに 

 「草原 100 選」の制定は、未来に向けた草原保全

運動のシンボルとして掲げていくものです。風土に

根ざした特色ある草原を育み、将来への展望をもっ

たさまざまな人の活動があり、そして、そのような

活動を通して人々が交流し合う「里」をイメージし

たものとなるでしょう。 

ふるさとの原風景でもある草原の認知度は、まだ

まだ低い状況です。草原 100 選のような活動を通し

て、草原の魅力と価値を広く国民に訴えていかなけ

ればなりません。 

 ぜひとも「未来に残したい草原の里 100 選」にご

応募いただき、草原を守る全国の仲間の輪に加わっ

てくださいますよう、心よりお願い申しあげます。

全国各地からの応募をお待ちしております。 

●応募方法 

応募方法は、「未来に残したい草原の里 100 選」

のホームページ（10 月 29 日公開予定）「応募要領」

内の専用ページからご確認下さい。 

http://sato.sogen-net.jp/ 

 

【問合せ先】 

全国草原の里市町村連絡協議会 事務局 

〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 3354 

東伊豆町 企画調整課 

TEL：0557-95-6202 

メール：sogen100@sogen-net.jp 
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阿蘇の草原は、野草を主体とする日本最大規模の

草原です（草原面積 21,797ha、野草地 14,657ha（い

ずれも平成 28 年度時点））。しかしながら、農畜産

業や生活上で野草を利用しなくなった人が増え、地

域社会で続けてきた草原の利用・維持管理のこれま

でのシステムがうまく機能しなくなり、阿蘇の草原

は、過去の約 100 年間で面積は半分以下に、直近 30

年を見ても 1/4 近く（面積にして約 7,500ha）減少

しました（図 1）。さらに、平成 28 年度に熊本県が

実施した「阿蘇草原維持再生基礎調査」において、

「今後どのぐらい野焼き・輪地切りが継続できます

か？」との問いに対して、「10 年以上継続可能」と

答えた牧野組合がカバーする草原面積は、全体の約

４割となり（図 2）、中長期的な将来において、草原

存続が危機的であることが、改めて浮き彫りになっ

ています。 

地元の牧野組合や行政機関を含めた約 260 の団

体・個人で構成される阿蘇草原再生協議会では、関

係者の共通認識である「阿蘇草原再生全体構想」を、

今年度中に、第 3 期全体構想として改訂予定です。

第 3 期では、「未来へ引き継ぐ」目安として「30 年

後の目標」を設定することとし、「今（令和 3 年）

と変わらない規模の阿蘇草原を残す」を掲げること

にしています。この目標の議論において、特に牧野

組合からは「農畜産業だけで草原を維持していくの

は、困難な時代を迎えている。観光など、様々なと

ころから支えてもらう形を考えていかなければいけ

ない」との声が聞かれました。他方、草原の恵みと

して、草資源として以外にも、観光資源としての価

値（図 3）、水源涵養機能、炭素固定機能など、様々

な機能が注目されつつあります。そこで、第 3 期で

は、長年続けられてきた生業による草原維持の支援

 各地からの報告 

阿蘇草原再生の進み行きと、草原の観光利用について 

～草原（牧野）ガイドと防疫ガイドライン～ 

  （山下淳一：環境省阿蘇くじゅう国立公園管理事務所） 

図 1 過去 100 年間の土地利用の遷移 
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を強化しつつ、公益的な機能を保全するために多様

な主体（＝様々な機能の受益者）が関わる草原管理

を推進していくことにしています（図 4）。 

その 1 つとして、草原の観光利用に関する取組を

紹介したいと思います。牧畜以外の草原利用に関し

ては、放牧地での家畜伝染病や希少植物の盗掘の懸

念など、牧野組合からの不安の声も少なくありませ

ん。そういった状況の中で、NPO 法人 ASO 田園空

間博物館では、牧野への立ち入りを特別に認める「牧

野ガイド」の仕組みをつくり、草原トレイルや牧野

ライドのガイドツアーを提供しています（写真 1）。 

仕組みの一部を紹介すると、「放牧地を使用しない、

図 2 野焼き・輪地切りの継続意向調査 

 

1.6

2.4

1.1

77.2

50.5

37.7

23.1

20.2

20.0

11.3

11.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

草原が広がる風景

山の連なりやカルデラの風景

牛馬のいる放牧風景

水源や渓谷などの風景

森林の風景

火口や噴煙などの風景

田園や農山村の風景

花やﾁｮｳなどの野生生物のある風景

寺社や古墳などのある風景

その他

不明

ｎ=2288◇阿蘇でいいと感じた風景
(%)

写真 1 草原ライドの様子 

（提供：NPO 法人 ASO 田園空間博物館） 

図 3 阿蘇の草原の観光

資源としての価値 
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放牧期間を避けた利用を行うなどの口蹄

疫対策の徹底」、「ガイド料金とは別に牧野

保全料として1,000円／人を徴収する仕組

みの導入」、「ガイド認定更新の際に、ガイ

ド実績や野焼きボランティア等への参加

を点数として加算し、一定点数以上を更新

要件とする」など、様々なガイド規定を策

定し、牧野組合の同意のもとで取り組みを

行っています。まさに、ガイドツアーの参

加者に草原の魅力を知ってもらうととも

に、草原の維持管理にも寄与し、農畜産業

と観光の両立を目指している取組である

と言えます。 

令和 2 年度、阿蘇草原再生協議会では、

この先行事例を参考に、「阿蘇草原の牧畜

以外の利用ガイドライン」（表 1）を策定

しました。今後は、このガイドラインを今

後の草原観光利用の中心を担うであろう

地元の観光団体等に周知し、草原の維持を

支え、適切に利用される草原観光利用を推

進していきたいと考えています。 

 

表 1．阿蘇草原の牧畜以外の利用ガイドライン（阿蘇草原再生協議会） 

項目 ポイント 記載例 

① 利用期間 

畜産利用に影響のな

い期間・場所・手段

に限定。 
 

特に牧野が認めた登

録ガイド同行を必須

とする。 

・利用期間は冬期（○月～○月）のみとする。 
・牛馬の放牧期間は避ける。ただし、牧野管理者または牧野が認め

た登録ガイドが同行する場合はこの限りではない。 

② 利用場所 

・放牧地への立ち入りは禁止する。 
・牧畜に影響のない場所等を利用範囲として設定する。 
・利用コースを設定する場合は、防火帯の範囲とする。 
・複数の牧野への立ち入りは禁止する。 

③ 利用手段 

・トレッキング、自転車、トレイルラン、その他草原の維持に影響

のないアクティビティに限る。 
・このうち○○（アクティビティ名）については、牧野が認めたガ

イド同行を必須とする。 
・○○の利用については、1 回につき 5 名までとする。 

④ 海外からの入

国経過期間の

確認 飼養衛生管理基準を

踏まえ、防疫対策を

徹底するため県阿蘇

家畜保険衛生所の確

認を受ける。 

・過去 1 週間以内に口蹄疫発生国の渡航歴がある利用者は立入させ

ない。 
・口蹄疫発生国の渡航歴がない利用者においても、入国当日に牧野

に立ち入る場合は、入国時と別の靴及び服装を着用させる又は消

毒を徹底させる。 

⑤ 消毒の徹底 

・利用者の立入りの前に靴底・手指・衣服のアルコール（クエン酸）

消毒を実施する。 
・持ち込む機材（車両含む）のクエン酸洗浄、靴底の消石灰消毒を

徹底する。 
・洗浄や消毒に使用する薬剤は、クエン酸、消石灰、ハロゲン系等、

口蹄疫ウイルスに有効な消毒液とする。 

図4 第 3期阿蘇草原再生全体構想 ビジョン実現のための

取組の基本的な考え方 
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⑥ 家畜への接触

禁止 

・家畜へ接触は厳禁。えさやりはさせない。 
・家畜との距離を常時 10m 以上確保する（場所によって二重柵の設

置を検討する）。 
・利用者に対して、注意事項を周知徹底する。 

⑦ 草原維持管理

への貢献 

労力や費用など草原

維持管理へ還元する

ものを定める。 

・利用者から草原維持のため適切な額の利用負担を牧野は徴収する

ことができる。 
・牧野利用料を徴収する場合は、利用者に対し草原維持費のための

負担金の必要性と使い道を説明すること。 

⑧ その他 
各牧野の特性を踏ま

え、ルールやマナー

を定める。 

・海外の肉製品を持ち込まない。 
・着衣については、他の家畜飼養農場に入場したものは使用しない。

・動植物の採取・採掘禁止、火気厳禁、ごみの持ち帰り 
・地元の人たちへの配慮（あいさつの実施など） 

・草原利用を希望する実施主体は、牧野組合の合意のもと、各牧野の特性を踏まえて必要な事項を明確にした個々

の「牧野利用規約」を作成する。 

 

 
 
 

 

10/2-3 ミズナラ林の間伐と遊歩道整備（場所：群馬

県みなかみ町、連絡先：森林塾青水） 

10/2 自然観察交流会（場所：山梨県山梨市牧丘町乙

女高原、連絡先：乙女高原ファンクラブ） 

10/30-31 上ノ原の茅刈り・茅ボッチづくり（場所：

群馬県みなかみ町、連絡先：森林塾青水） 

10/30-11/7 上ノ原の茅刈りウイーク（場所：群馬県

みなかみ町、連絡先：森林塾青水） 

10/2 自然観察交流会（場所：山梨県山梨市牧丘町乙

女高原、連絡先：乙女高原ファンクラブ） 

11/6 有志による草刈り 1（場所：山梨県山梨市牧丘

町乙女高原、連絡先：乙女高原ファンクラブ） 

11/6 ASO 草原フェスティバル（場所：熊本県阿蘇市

小里 阿蘇草原保全活動センター、連絡先：阿蘇

グリーンストック） 

11/14 八幡高原の野鳥観察会（場所：広島県山県郡

北広島町千町原、連絡先：西中国山地自然史研究

会） 

11/20-21 上ノ原の茅出し・山の口終い（場所：群馬

県みなかみ町、連絡先：森林塾青水） 

11/23 有志による草刈り 1（場所：山梨県山梨市牧

丘町乙女高原、連絡先：乙女高原ファンクラブ） 

11/23 千町原の茅刈り（場所：広島県山県郡北広島

町千町原、連絡先：西中国山地自然史研究会） 

12/4 自然観察交流会（場所：山梨県山梨市牧丘町乙

女高原、連絡先：乙女高原ファンクラブ） 

1/8 自然観察交流会（場所：山梨県山梨市牧丘町乙

女高原、連絡先：乙女高原ファンクラブ） 

1/30 第 20 回乙女高原フォーラム（場所：山梨県山

梨市 夢わーく山梨、連絡先：乙女高原ファンク

ラブ） 

 

※予定が変更になる場合があります。上記以外の情

報もホームページで随時公開しています。 
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【編集後記】9 月 26 日～27 日に東伊豆町で、全国草原サミット・シンポジウムが開催されました。

はじめてオンラインを併用した開催形式となりましたが、サテライト会場も充実し、中身の濃

い大会になったようです。「未来に残したい草原の里 100 選」の実施が宣言され、これから冬

にかけて、応募が始まることになりました。会員のみなさまには、草原の紹介や応募のサポー

トなど、ご協力をお願いいたします。 

 草原をめぐる動き（2021 年 10 月～2022 年 1 月） 


